
〈
広
告
〉

　

上
下
水
道
料
金
、
学
校
給
食

費
、
保
育
所
利
用
者
負
担
金
お
よ

び
町
営
住
宅
家
賃
と
い
っ
た
町
に

支
払
う
べ
き
料
金
な
ど
を
滞
納
し

て
い
る
場
合
は
、
督
促
状
や
催
告

書
に
よ
り
滞
納
を
解
消
し
て
も
ら

う
よ
う
収
納
対
策
を
進
め
て
い
ま

す
が
、
自
主
的
に
納
付
し
な
か
っ

た
り
、
納
付
誓
約
を
守
ら
な
い
滞

納
者
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。

　

財
源
の
確
保
・
公
平
性
の
確
保

の
観
点
か
ら
、
滞
納
者
に
対
し
て

は
、
給
与
な
ど
の
財
産
差
し
押
さ

え
や
、
町
営
住
宅
明
渡
し
請
求
、

給
水
停
止
な
ど
を
強
く
進
め
て
い

ま
す
。

　

催
告
書
な
ど
が
届
く
前
に
、
速

や
か
に
滞
納
の
解
消
に
努
め
て
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
務
課
収
納
推
進
係　
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滞
納
処
分
な
ど
を
強
化

し
て
い
ま
す

　

八
雲
税
務
署
で
は
、
10
月
１
日

か
ら
始
ま
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

お
よ
び
登
録
に
関
す
る
説
明
会
や

相
談
会
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

　

参
加
を
希
望
の
方
は
、
事
前
に

申
込
み
く
だ
さ
い
。

〇
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　

制
度
の
概
要
・
登
録
手
続
き
等

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

【
日
時
】

　

10
月
30
日（
月
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

〇
登
録
要
否
相
談
会

　

免
税
事
業
者
の
方
を
対
象
に
、

事
業
の
状
況
等
に
応
じ
必
要
な
情

報
等
を
個
別
に
案
内
し
て
い
ま

す
。

【
日
時
】

　

10
月
６
日（
金
）、
12
日（
木
）、

　
　
　

18
日（
水
）、
24
日（
火
）、

　
　
　

30
日（
月
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

八
雲
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
税
務
署　
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※
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
の
で「
2
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い

　

国
税
庁
で
は
、
納
税
手
続
の
利

便
性
の
向
上
の
観
点
か
ら
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
普
及
拡
大
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を
利
用

す
れ
ば
、
税
務
署
や
金
融
機
関
の

窓
口
へ
行
か
ず
に
、
自
宅
や
オ

フ
ィ
ス
の
P
C
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
等
で
納
税
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
ご
利
用
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
種
類
】

・
振
替
納
税
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
、
二
次
元
コ
ー
ド

に
よ
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
納
付
、
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付

国税庁HP

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

・
登
録
要
否
相
談
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
！

国
税
の
納
付
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
が

便
利
で
す
！
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